
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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理
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会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

令
和
元
年
十
一
月
十
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
福
島

県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地
板
垣
富
士
雄
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申

出
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
十
九
日
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

決

定

書

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地

異
議
申
出
人

板

垣

富
士
雄

右
記
異
議
申
出
人
（
以
下
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
元
年
十
一
月
二
十
四
日
付
け
で
提
起

さ
れ
た
令
和
元
年
十
一
月
十
日
執
行
の
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
（
以
下
「
本
件
異
議
の
申
出
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

主

文

本
件
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
。

異
議
の
申
出
の
要
旨

申
出
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
申
出
人
を
当
選
人
と
す
る
決
定
を
求
め
て
異
議
を
申
し
出
た
も
の

で
あ
る
。

そ
の
理
由
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

選
挙
の
自
由
公
正
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
と
き
、
有
権
者
数
か
ら
投
票
者
数
を
引
い
た
票
数
が
申
出

人
の
得
票
と
な
り
、
申
出
人
を
当
選
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

決
定
の
理
由

当
委
員
会
は
、
申
出
人
に
よ
る
本
件
異
議
の
申
出
は
形
式
的
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件

異
議
の
申
出
を
受
理
し
、
慎
重
に
審
理
し
た
。

そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
と
は
、
「
有
効
に
行
わ
れ
た
選
挙
に
お
い
て
、
当
選
人
の
決
定
が

違
法
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
決
定
を
し
た
機
関
の
構
成
若
し
く
は
そ
の
手
続
、
各
候
補
者
の

有
効
得
票
数
の
算
定
、
ま
た
は
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
に
つ
い
て
違
法
が
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
、
当
選
人
と
決
定
せ
ら
れ
た
者
の
当
選
の
効
力
を
争
う
訴
訟
を
い
い
、
広
く

選
挙
の
法
規
の
違
反
、
殊
に
当
選
人
等
の
行
為
が
同
法
中
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
選
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
」
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
七
日

東
京
高
等
裁
判
所
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

二

当
委
員
会
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
申
出
人
の
主
張
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
断
し
た
。

申
出
人
は
、
有
効
得
票
数
の
算
定
方
法
と
し
て
有
権
者
数
か
ら
投
票
者
数
を
引
い
た
票
数
が
申

出
人
の
得
票
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
申
出
人
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
け
出
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
当
選
人
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
を
無
効
と
す
る
申
出
人
の
主
張
に
は
理
由
は
な

く
、
本
件
異
議
の
申
出
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
選
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理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

令
和
元
年
六
月
二
十
三
日
執
行
の
西
会
津
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地
板
垣
富
士
雄
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査

の
申
立
て
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
十
二
月
十
九
日
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

裁

決

書

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地

審
査
申
立
人

板

垣

富
士
雄

右
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
元
年
九
月
六
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た

令
和
元
年
六
月
二
十
三
日
執
行
の
西
会
津
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
（
以
下
「
本
件
審
査
の
申
立
て
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
、
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。
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主

文

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
の
申
立
て
の
要
旨

申
立
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
令
和
元
年
七
月
六
日
を
も
っ
て
西
会
津
町

選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
町
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
町
委

員
会
は
同
月
二
十
一
日
付
け
で
、
こ
の
申
出
を
却
下
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。
）

を
行
い
、
原
決
定
は
同
年
八
月
二
十
六
日
に
申
立
人
に
直
接
交
付
さ
れ
た
。

申
立
人
は
、
令
和
元
年
九
月
六
日
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
当
委
員
会
に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、

申
立
人
を
当
選
人
と
す
る
裁
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

審
査
申
立
書
に
お
け
る
主
張
か
ら
、
そ
の
理
由
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

選
挙
の
自
由
公
正
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
た
と
き
、
有
権
者
数
か
ら
投
票
者
数
を
引
い
た
票
数
が
申
立

人
の
得
票
と
な
り
、
申
立
人
を
当
選
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
決
の
理
由

当
委
員
会
は
、
本
件
審
査
の
申
立
て
の
要
件
審
理
に
お
い
て
、
一
部
不
適
法
と
認
め
ら
れ
る
点
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
申
立
人
に
補
正
書
及
び
再
補
正
書
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
申
立
人
か
ら
補
正
書
及
び
再
補

正
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
適
法
と
認
め
、
本
件
審
査
申
立
書
の
副
本
を
町
委
員
会
に
送
付
し
、

町
委
員
会
か
ら
弁
明
書
を
提
出
さ
せ
、
申
立
人
に
は
こ
れ
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
求
め
た
が
、
提

出
は
な
か
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
当
委
員
会
は
慎
重
に
審
理
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
と
は
、
「
有
効
に
行
わ
れ
た
選
挙
に
お
い
て
、
当
選
人
の

決
定
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
決
定
を
し
た
機
関
の
構
成
若
し
く
は
そ
の
手
続
、
各
候
補
者

の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
ま
た
は
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
に
つ
い
て
違
法
が
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
、
当
選
人
と
決
定
せ
ら
れ
た
者
の
当
選
の
効
力
を
争
う
訴
訟
を
い
い
、
広
く
選
挙
の

法
規
の
違
反
、
殊
に
当
選
人
等
の
行
為
が
同
法
中
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
当
選
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
」
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
七
日
東
京
高
等
裁
判
所

判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

当
委
員
会
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
判
断
し
た
。

申
立
人
は
、
有
効
得
票
数
の
算
定
方
法
と
し
て
有
権
者
数
か
ら
投
票
者
数
を
引
い
た
票
数
が
申
立
人

の
得
票
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
申
立
人
の
得
票
数
は
、
投
票
総
数
か
ら
無
効
投
票
を
差
し
引
い

た
数
の
う
ち
、
申
立
人
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
票
で
あ
る
た
め
、
申
立
人
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

な
お
、
申
立
人
は
、
申
立
人
を
本
件
選
挙
の
当
選
人
と
す
る
こ
と
の
裁
決
を
当
委
員
会
に
求
め
て
い

る
が
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
お
い
て
は
、
当
委
員
会
は
当
選
人
を
決
定
す
る
権
限

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
は
な
く
、

本
件
審
査
の
申
立
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博
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